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令和6年5月15日　第178回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

医療DX推進フオーラム~使ってイイナ!マイナ保険証~の開催について

日時・場所

令和6年4月25日(木) 17:00~19:00 イイノホール

開催目的
/ー

0 少子高齢社会にあって人口が減少していく中でも、国民の保健医療の向上を図り、最適な医療を実現するための基盤整備を
進めるため、医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じたサービスの効率化・質の向上が求められる。

0 医療DXの推進のためには、経済界・医療界・保険者などが一丸となって、実現に当たっての課題や好事例を共有しながら
取り組む関係性を構築・強化することが必須であることから、日本健康会議を通じ、こうした機運の醸成を図る。

位置付け

0 経済界・医療界・保険者等の関係者が医療DX推進のために一致団結するーつの足がかりとして、マイナ保険証の利用促進は、
日本健康会議の「健康づくりに取り組む5つの実行宣言」の達成要件にも位置付けられた医療DXの基盤となるものである。

0 マイナ保険証に関し、紐付け誤り等に関する点検作業の完了も見込まれる4月に、厚生労働大臣・経済産業大臣・デジタル大臣
をはじめ、関係者が一体となってマイナ保険証利用促進宣言を行うことにより、医療DX推進の機運醸成を図る。

プログラム

0 国・医療界・保険者・経済界が一体となった

マイナ保険証利用促進宣言

0 医療DX推進に関するPR動画の披露

0 各団体による医療DXの取組事例の報告・共有
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マイナ保険証利用促進宣言

高齢化と人口減少が進む社会にあって、限りある資源を有効に活用しながら質の高い医療を実現していくには、医療分野てのDX(デジタ
ル・トランスフォーメーション)を通じたサービスの効率化・質の向上が課題となっています。

マイナ保険証は、国民の皆様がこの医療DXのメリ、ソトを最大限享受するためのパスポートてす。マイナ保険証を利用することて、皆様一人
一人のデータに基づくより質の高い医療を受けることがてきるようになります。

国民の皆様に安心してマイナ保険証を利用いただけるよう、これまてに全ての登録データa.6億件)にっいて住民基本台帳データとの照合が
完了し、必要な確認も終了しました。また、今後の新規加入者に関する全てのデータにっいてのチェツクシステムか5月7日から稼働します。

健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する本年12月2日に向け、一人ても多くの国民の皆様に安心し
てマイナ保険証を利用いただくべく、本年5月から7月まてをrマイナ保険証利用促進集中取組月間」と位置付け、ここに、マイナ保険証利用促
進宣言を行います。

マイナ保険証利用促進宣言

私たちは、より質の高い医療の実現のため、一人ても多くの国民の皆様にマイナ保険証のメリ、ソトを実感して利用いただけるよう、
医療機関.薬局、保険者、事業主、行政なビ、医療に関わる全ての主体が一丸となって、マイナ保険証の利用促進に取ι絲且みます。'

国においては、医療DXの推進に向け、率先して、国民の皆様に安心してマイナ保険証を利用いただけることや、.

マイナ保険証のメリ、ソトを分かりやすぃ形て発信するとともに、医療界、経済界、保険者等の取組を支援します;

医療機関.薬局においては、データに基づくより質の高い医療の実現に向け、受付事務を点検し、窓口等て積極的に
マイナ保険証の利用を呼びかけるなビ、利用率の向上に取ι絲且みます。

保険者においては、加入者に対してマイナ保険証の利用を呼びかけるとともに、新規加入者が速やかにマイナ保険証を
利用てきるよう、事業主による届出から5日以内の迅速かっ正確なデータ登録を徹底します。

事業主においては、職場を通じて従業員と家族にマイナ保険証の利用を呼びかけ、また、新規資格取得者が速やかに
マイナ保険証を利用てきるよう、マイナンバーの提出や資格取得から5日以内の届出を徹底します。

令和6年4月25日
日本健康会議

令和6年5月15日　第178回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 
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施設類型別のマイナ保険証利用率の推移
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①マイナンバーカードの保有状況※()内は1月末時点

マイナンバーカードの保有者

4月末:9,2謁万人(9,168万人)、全人口の乃.フ%(73.1%)

②マイナ保険証の登録状況※()内は1月末時点
」.JL ^1 、'T

マイナ保険証の登録者

1 4月末:フ,255万人(フ,143万人)、カード保有者の785%(フフ.9%)

マイナ保険証に関する現状

^..,:コ,,「._h゛.""ユーて,゛写雫厚^^毛¥武羊が、.ー:丁1ワ霊モ.'、^'^^"r,ー、."』,-JE-一光.、剛=」..!1丁:..;..1:',宏ノー""ユー』訊t三■▲',祉』「.'」:"廿一や"^乳IU、ー、↓.ι▲,ー、一挿コ¥営'冒="、:ー=^一ι^^●岡^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

③マイナンバーカードの携行状況※()内は2月時点

マイナンバーカードの携行者

5月:カード保有者の約50%(約40%)

④マイナ保険証の利用状況 ※()内は2月時点

マイナンバーカード保有者の

利用経験(web調査)
5月:約3人に1人(約4人に1人)

房
マイナ保険証の利用実績※()内は1月時点
5月:1,425万件(753万件)、フ.73%(4.60%)

利用率向上

(マイナ保険証の利用経験がある者)(マイナ保険証の携行者)(マイナ保険証登録者)(カード保有者)

ノ、,ιY^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

登録率向上

カード保有者の約V3 力ード保有者の約ν2

保有率向上

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

携行率向上

フ,255万人 9,238万人

(R5.1.1時点の住基人口)

12,542万人

、

同
0
同
0
回
U
同

'

令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

4



令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

オンライン資格確認マイナ保険証の利用実績  
(都道府県別の医療機関・薬局での利用(令和6年5月))  

0 都道府県別のマイナ保険証の利用率(令和6年5月)は以下のとおり。

※黄色=上位5県灰色=下位5県

都道府県名

北海道

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

利用率

8.329"0 (+1.19%)

福島県

茨城県

9.259"0 (+1.15%)

栃木県

フ.11%(+1.01%)

群馬県

フ.189"'0 (+1.72%)

埼玉県

フ.949"'0 (+1.03%)

10.68q'0 (+1.72%)

千葉県

東京都

9.539"0 (+139%)

都道府県名

神奈川県

9,71%(+1.61%)

新潟県

8.959"'0 (+1.44%)

富山県

6.949"0 (+0.93%)

石川県

全国

8.449"'0 (+132%)

福井県

フ.259"0 (+0.96%)

山梨県

フ,499"0 (+1.29%)

11.039"'0 (+1.79%)

長野県

利用率

12.529"0 (+2.07%)

岐阜県

12.179"0 (+2.02%)

静岡県

フ.739"0 (+1.17%)

11.639"'0 (+1.68%)

^

6.539"0 (+0.96%)

滋賀県

6.739"0 (+1.22%)

京都府

フ.359"0 (+138%)

大阪府

8.939"'0 (+1.価%)

都道府県名

兵庫県

鳥取県

奈良県

フ.179"0 (+1.06%)

島根県

8.439"'0 (+137%)

岡山県

8.339"0 (+127%)

広島県

6.859"0 (+0.93%)

山口県

10.989"'0 (+1.28%)

フ.31%(+1.03%)

徳島県

1

利用率

10.339"、0 (+1.61%)

フ.51%(+0.98%)

香川県

フ.499"'0 (+1.16%)

高知県

8.239"0 (+133%)

^

福岡県

9.859"0 (+1.71%)

佐賀県

6.099"0 (+1.25%)

長崎県

8329"'0 (+1.00%)

※利用率=マイナ保険証利用件数÷オンライン資格確認利用件数

(1酎瓜内の値は令和6年4月の値からの変化量(%ポイント))

熊本県

大分県

フ.029"0 (+1.51%)

宮崎県

フ.209"'0 (+ 1.00%)

鹿児島県

8.339"0 (+0.99%)

フ.90ヲ"0 (+0.97%)

8.209"0 (+0.98%)

フ.299"0 (+0.87%)

9.709"0 (+0.65%)

11.989"'0 (+1.14%)

三重県

=
.
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^

【病院】

.

順位

1 (1)
2 (2)
3 (4)
4 (3)

都道府県

5 (フ)

ず

6

富山

鹿児島

^.■.^、ー

フ(1の
5)

F
ゞ、.、ー^五、

コ"ぶ二、t゛゛、:,t,・'

8 (8)

茨城

利用率 MNC利用件数オン資件数

^^■^^

9 (14)

24.059"'0

石川

10 (6)

2126ψ"0

千葉

11 (15)

21.1591"0

山形

12 (16)

20.769"0

福島

13 (11)

1932ψ0

宮城

14 (12)

栃木

19.129"'0

34,347

15 (13)

鳥取

18.989"0

44,861

16 (9)

18.879"0

山口

38,159

17 (17)

香川

18,819"'0

24,667

18 (19)

18.279,"0

岩手,17.239,"0

79,961

19 (18)

142,792

滋賀

18.279,"0

20(2の

16,258

210,968

【医科】

17.289"0

山梨

29,106

21 (23)

180,398

呂崎

22 (26)

28,761

118β08

奈良

17.149,"0

21,570

北海道

23 32

413,878

順位

17.109"0

24

1 (2)

9,261

85,050

兵庫

17.109"'0

25 (21)

22,941

153,340

2 (1)

22

16.609"0

京都

26 (24)

神奈川

14,453

152,406

3 (5)

16.479"0

27 (25)

19,949

114,680

4 (6)

都道府県

新潟

16.379"'0

28 (33)

14,131

5 (3)

50,679

広島

15.フ79,"0

29 (29)

125,590

6 (4)

U

8,019

福井

.
ず:,

鹿児島

大阪

15.259"'0

30(3の

25,880

フ(8)

83,643

東京

14.999"'0

17,612

115,799

8 (フ)

新潟

島根

14.829"'0

利用率 MNC利用件数オン資件数

89,152

9 (9)

10.959"'0

富山

82,440

10 (1の

静岡

14.819"0

58,714

10.889"'0

46,884

鳥取

(15)11

14.649"0

愛力爰

が

28,011

151,318

「'

呂崎

12 (12)

14.639"'0

岐阜

80,980

9349"'0

106,119

石川

13 (11)

14.639,"0

長崎

※ 0 内は4月実績の順位

24,171

9.139"'0

541,227

島根

14 (13)

14529"'0

33,276

9.009,"0

358,632

滋賀

36,347

15 (17)

14.429"'0

90,487

8.899"0

17フ,568

107,フ75

139,373

岩手

16 (14)

14289"'0

8.フ79"0

531,033

103,383 1,106,654

秋田

17 (19)

8.579"'0

161,242

フ,614

静岡

49,009

18 (21)

40,928

8.049"'0

224,488

香川

19 (16)

27,457

332,028

17,899

611,003

8.019"'0

栃木

20 (18)

53,097

990,762

21,190

フ.859,"0

952,211

福島

(22)21

55,703

北海道

21,008

フ.819"'0

,

52,039

22 (2の

34,388

536,814

フ,7391"0

279,フ75

千巣

23 23

50,108

304,993

フ.609"0

123,236

山口

49,956

24 (24)

597,435

フ.30,"0

146,973

京都

25 (26)

31,553

635,439

フ.209,"0

147,082

182,078 2,331,340

茨城

26 (25)

401,104

フ.149"0

群馬

27 (31)

34,427

623,508

フ.059"'0

奈良

28 (28)

82,094 1,080,013

623,372

フ,059,"0

宮城

29 (3の

71,606

401,949

フ,009"0

188β75 2,623,625

山形

30 (29)

6.769"0

212,904 2,980,551

一重

445,451

6.759"'0

広島

68,021

6.639,"0

岐阜

87,832 1,245,763

980,446

6.619"'0

長崎

90,162 1,288,057

6.4891"0

熊本

神奈川

84,242 1,246,717

6.479,"0

53,980

964,156

6,399,"0

99,698 1,503β35

6.309"0

51,804

6309"0

83,885 1,294,463

6.299"'0

131,366 2,030,523

799,673

92,994 1,455,919

68,475 1,086,937

783β86

90,184 1,432,550

367,090 5,838,047
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【歯科】

.

順位

1 1

、

都道府県

呂崎

鹿児島

岩手

利用率 MNC利用件数オン資件数

^^
^^

富山

23.519"'0

^

10 (16)

19.389"'0

一重

゛...

11 (12)

石川

18.909"'0

ゞ"

1・・・

:

12 (14)

奈良

18.059,"0

13 (1の

17.629"'0

岐阜

和歌山

、

14 (13)

17.539"'0

15,937

15 (11)

17.109"'0

秋田

31,530

16

京都

16549"0

16,594

17

16.229"0

山口

18,314

18)

18

15.649"'0

山梨

24,696

19

67β00

19

15.239,"0

山形

16,420

162,708

15

20 (2の

15.129"'0

福井

16,031

【調剤】

17

87β06

21 (21)

静岡

15.119,"0

29,フ71

101,463

22 (3の

広島

14.999"'0

140,163

8,341

23 (22)

福島

14.639"'0

順位

11,813

93,692

24 (23)

熊本

14.619"0

25,178

1

93,754

25 (26)

群馬

14,599"'0

19,639

180,038

、"ー・ U..,

1

26 (28)

14.459"'0

長野

都道府県

6,804

'・゛ゞー

51,438

27 (27)

鳥取

14.199"'0

15,929

1」、'」,

、蝕運1!フ

75,543

28 (24)

滋賀

14.149"'0

165,275

4 "■

9,394

石川

29 (25)

長崎

13.919,"0

52,120

129β88

福島

30

13.059"'0

大分

39β05

45,019

富山

佐賀

12.839,"0

利用率 MNC利用件数オン資件数

21,404

106,270

31

新潟

13.299"'0

局知

12.799"0

9 (11)

25,653

10

福井

12.249,"0

64,223

兵庫

12.709"'0

26,357

356,652

11(1の

島根

11.919,"0

福岡

12.639"'0

21,334

272,フ79

12 (13)

鳥取

11.809,"0

愛知

12,619"0

10,926

148,079

13 (12)

※ 0 内は4月実績の順位

11.579"'0

山口

12.439"0

14,684

180,762

14 (14)

栃木

11.369,"0

76,505

12.319,"0

18,467

186,339

115,646

15 (18)

佐賀

11.189"'0

鹿児島

12.079,"0

153,336

9,981

16 (19)

10.989"'0

フフ,462

10,751

176,226 1,493,212

17 20
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853,855
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987,879

59,432

687,711 9,624,520
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令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

保険者におけるデータ登録の迅速化と  
受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化に向けた対応  

0 会計検査院「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」(令和6年5月15日)
において、現状に即した医療保険給付関イ系盾報のデータ登録が行われていない旨の指摘がなされてぃるとともに、

現在、医療機関等の現場において、マイナ保険証を利用した際や、健康保険証で受診しオンライン資格確認端末

で資格確認を行った際に、新資格が登録されていないことで「資格無効」となってぃるとの意見がある。

0 このような状況を踏まえ、マイナ保険証の一層の利用促進とマイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行

に向けて早期に状況が改善されるよう、保険者において以下について対策を行う。

1.保険者におけるデータ登録の迅速化

保険者におけるデータ登録の迅速化のため、チエックリスト等を参考に事務フローの点検を行い、その結果に

基づく改善計画を策定したうえで必要な取組を行うことを求める。

2.受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化

マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行を進めるため、マイナ保険証により医療機関等を受診した際、

データ登録が行われないまま受診することがないよう、保険者等から加入者に対し、

・データ登録が完了しマイナ保険証力y吏えるようになるまでに要する期間の提示や、

・データ登録が完了したことを資格盾報のお知らせなどを利用して確実にお知らせする

などの対応を徹底するよう求める。

⇔早期に状況が改善されるよう、1.の改善計画の策定状況と2.の対応状況につき、

フォローアツブ調査を実施

8



有効な保「鋸正が発行されている方がマイナンバーカードを1是示した際に適切な自己剣旦分(3割分等)の支払で必要な保険三今療を受けられるように
するため、以下のご協力をお願いします。

【患者の皆様へのお願い】

0 医療機関・薬局がレセプト請求を行うために必要な情報の提供に、ご協力をお願いします。

【医療機関・薬局へのお原貮Ⅶ

0 被保険者番号などがわからなくても、レセプト請求を可能とするため、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、
一定の事務的対応にご協力をお願いします。

【保険者等の皆様へのお願い】

0 不詳レセプト等に対する特定作業において、審査支払機関から照会がある場合は必要な協力をお願いします。

^^ ^

雁綴器需雙瞭勺●〔鯱都,.〕◆〔却鯉〕◆〔一献〕◆〔畷・鯉〕
1.「資格(無効)」、「資格情報なし」と
表示された場合

宅、

^

※保険者による迅速かっ正確なデータ
登録を徹底するとともに、データ登録が
行われないまま、マイナ保険証で受診す
ることがないよう、加入者等に対しで情報

提供する等により、こうした事象自体を
減らします。

※自衛官等はオンライン資格確認対象
外であることにご留意ください。

、

^

2.機器不良等のトラブルによりオンライン
資格確認力やできない場合

(例)
・顔認証付き力ードリーダーや資格確認端末
の故障

・患者のマイナンバーカードの不具合、更棄斤
忘れ

・停電、施設の通信障害、広範囲のネット

ワーク障害など

【可能であれば、いずれかの方法で資
格確認をお願いします】

・マイナボータルの資格情報画面
妙ウンロードしたものを含む。)
(患者自身のスマートフォンで提示

可能な場合)

^

※1 顔認証付き力ードリーダーで顔認証等がうまくぃかない場合には、モードを切り替えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能です。
※2 その場で又は事後的にシステム障害時モードを立ち上けて、資格確認をしていただくことも可能です。

、、

保険証

(患者が持参している場合)

【上記の方法により資格確認できない

場合】

受診等された患者の皆様に、被保
険者資格申立書の記入をお願いし
ます。

最終的に保険者を特定で

きなかった場合には、災害等

の際の取扱いを参考に、保

険者等で負担を按分します。
※過去に当該医療機関等への受診歴等があ
る患者について、その時から資格情報力笈わっ

ていないことを口頭で確認し、被保険者資格
申立書に記載すぺぎ情報を把握できている場
合には、被保険者資格申立書の提出を求め
る必要はありません。

R5.フ.10発出通知

別添1

(一部改変)

1.現在の資格情報の確認力ぐで

きた場合は、当該資格に基づき

請求をお願いします。

2.1が困難な場合でも、過去

の資格情報(保険者番号や

被保険者番号)力確認できた

場合には、当該資格に基づき

請求をお願いします。

3.1・2のいずれも困難である

場合には、保険者番号や被保

険者番号が不詳のまま、請求を

行ってください。

※この場合、診療報酬等のお

支払いまでに一定の時間をい

ただくことがあります。

受診等された患者が加入し

ている保険者が負担します。

※過去の資格情報に基づき請

求されたレセプトや、資格情報

不詳のままで請求されたレセプト

にっいても、審査支払機関にお

いて、可能な限り直近の保険者

を特定します。

患
者
自
己
負
担
分
(
3
割
等
)
を
受
領

令和6年6月21日 
第179回社会保障審議会 
医療保険部会【資料1】 
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マイナ保険証利用促進集中取組月間(令和6年5月~7月)の実施

0 本年12月2日の保険証廃止までの間に、より多くの国民にマイナ保険証の利用体験を持っていただくため、医療

機関、保険者、経済界の代表が集う日本健康会議(4月25日)で「マイナ保険証利用促進宣言」を行い、これを皮

切りに5月~7月を集中取組月間として総力を挙げて取組む。

集中取組月間における主な取組等

①医療現場における利用率アップ対策の抜本的見直し

支援金について、集中取組月間限定の一時金(最大10万円(病院20万円))として見直し.

→利用率の更なる底上げのため、利用人数の増加に応じ、かつ定額の給付とすることにより、医療現場に

とってより分かりやすい形にすることで利用促進を促す

※6月からの診療報酬改定により「医療DX推進体制整備加算(80円等)」が倉括窒されること等に伴う見直し

.関係団体と連携し、 1医療機関・薬局の窓口での共

証の利用を求めるチラシの配布を徹底(①・②ともに一時金の支給条件、 ①は医療DX推進体制整備加算の要件の一例とする)

.未稼働施設や低利用率施設に対するアプローチ強化

EX.未稼働の場合は、療劃旦当規則違反となる可能性がある旨、低利用の場合は、医療DX推進体制整備加算や一時金、療養担当規則や

診療報酬に関する留意点を案内する通知を送付し、利用促進

②あらゆるメディアを動員し、集中的な広報展開

.政府広報コンテンツ及び健康保険組合連合会が作成した動画広告などを活用して、これまでのインターネッ

ト広告に加えて、新聞広告、 TVCM、地下鉄車内放映による集中展開

^

ポスターの掲示、2来院患者への声掛けとマイナ保険

令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 
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令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援(現行の一時金)  

02024(R6)年5月~7月のマイナ保険証利用人数の増加量に応じ、最大10万円 病院は20万円を

一時金として支給。

※利用率の更なる底上げのため、利用人数の増加に応じ、かつ定額の給付とすることにより、医療現場にとってより分かりやすい形にするこ
とで、医療現場の窓口において集中的に取り組んでいただくお声かけや新たなチラシ配布等の利用促進の取組を後押しする。

※支援金について、

・前半期(1月~5月)は現行の要件で支給。
・ 6月からの診療報酬改定で医療DX推進体制整備加算が設けられるとなったことから、後半期(6月~11月)の支援金を集中取組月間中
の一時金制度として見直し。

※一時金については、2024(R6)年5月~7月のいずれかの月のマイナ保険証利用人数について、2023(R5)年10月実績及び同月利用人
数からの増加量に応じて支給する。

※①窓口での共通ポスターの掲示と②来院患者へのお声かけマイナ保険証の利用を求めるチラシの配布の徹底を一時金の支給条件とする。

※令和5年10月診療分のレセプト件数力江50件以下の施設ω畉見模施設)については、規模に配慮した区分を設定。

冒
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^
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※小規模施設であっても令和5年10月の実績が10%以上の場合や5~10%で

10人以上増加の場合は小規模施設でない方の要件を満たすこととなる。

※小規模施設区分の上限を超えた場合、通常の基準で給付を受けることも可能
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令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

(参考) 
マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援について  

0 医療現場において、カードリーダーの操作に慣れない患者への説明など、マイナ保険証の利用勧奨に取り組んでい
ただくことで、マイナ保険証の利用促進を図る。そのインセンティブとなるよう、初診・再診等におけるマイナ保険
証の利用率の増加に応じて、医療機関等に利用件数分の支援をする。

1.医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援

・概要:マイナ保険証の利用率(初診・再診・調剤)が一定以上増加した医療機関等に対して、増加率に応じて段階的に利用件数分の支援

・耳蹄且期間:2024 (R6)年1月~11月〔前半:2024 (R6)年1~5月、後半:2024 (R6)年6~11月〕

.支援内容:マイナ保険証利用件数が少ない医療機関の底上げが目的。期間中のマイナ保険証利用率カセ023(R5)年10月の利用率との
比較で増加した医療機関等に対する支援。前半(2024 (R6)年1~5月)と後半(2024 (R6)年6~11月)それぞれ
平均利用率・総利用件数に応じて支援額を決定。

.事務の概要:支払基金において、前半、後半の期間ごとに、医療機関の期間中の平均利用率と2023年10月の利用率を踏まえ支払い。
(年2回、医療機関からの実績報告等は不要)

2023.10の利
用率からの増

加量

5 %pt以上

対象期間(2024.1~ 5)
支援単価

10 %pt以上

20 %pt以上

30 %pt以上

20円/件

40 %pt以上

40円/件

5 0 %pt以上

対象期間(2024.6~11)
支援単価

60円/件

80円/件

^●^●一'ー....

100円/件

120円/件

40円/件

60円/件

<事務の概要>

80円/件

100円/件

120円/件

支払基金

支払

医療機関等
(病院、診療所等、薬局)

利用

マイナ保険証の利用率が一定以上増加した医療機関等

データ提供

国保連

マイナ保険証

患者
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令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価(イメージ)

・マイナンバーカードを常時携帯する者が約4割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。

《現行》

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

マイナンバーカードや問診票を利用し、

「診療情報取得・活用体制の充実」を評価

<初診>
マイナ保険証利用なし 4点
マイナ保険証利用あり 2点

心 0O P 上であること【R6.10~】

「^

ι一

^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^

《見直しイメージ》
R6.6

【医療情報取得加算】

配点を見直し、継続

<初診>

マイナ保険証利用なし 3点

マイナ保険証利用あり 1点

利用率増加に応じた支援金

目

^^^^^^^

0△病院受付^

R6

:マイナ保険証、電子処方筆などの「

,<初診> 8点(歯科6点、調剤4点)

<再診>

2点

1点

※答申書付帯意見

令和6年12月2日から現行の健康保険証
の発行が終了することを踏まえ、令和6

年度早期より、医療情報取得加算による

適切な情報に基づく診療の在り方につい

て見直しの検討を行うとともに、医療DX

推進体制整備加算について、今後のマイ

ナンバーカードの利用実態及びその活用

＼
状況を把握し、適切な要件設定に向けた

検討を行うこと。

施設要件(例)

①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】

②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】 EX.窓口での共通ボスターの掲示

【医療DX推進体制整備加算】

③マイナ

④電子処方筆を発行できる体制(薬局は受け付ける体制D 【R7.4~】

⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】

^

を評価

男 IP', ^、・i

永 jミDX 11 )・

が

、
、
ー

一

i

゛

夙
●

髭

・
)

令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 
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令和6年6月21日　第179回社会保障審議会　医療保険部会【資料1】 

「マイナ保険証利用促進集中取組月間」における主な取組  

医療機関等への一時金

医療機関等への支援金の対象期間(1月~5月)

ボスター等の送付
利用率の実績

【支払基金】

上旬

5月

中旬

※現時点の主な取組の予定であり、更なる検討の中で取組の追加・変更がありうる

下旬

若者/高齢者のターゲット呂打VCM 【健保連】

SNSによる周知、国民向けHPの拡充、各省庁を通じた利用促進の取組

デジタル広告等の展開

(最大10万円(病院20万円))の対象期間

医療DX推進体制整備加算(6月~)

・お役立ぢ盾報のお知らせ【支払基金】

上旬

6月

中旬 下旬

1

1 地下鉄車内、

新聞広告

オンラインセミナー
5月20日@YOUTube

マイナ保険証体験会
5月20日@世田谷区

上旬

7月

中旬

マイナンバーカードを活用した救急業務の、実証事業開始・、、1順次拡太、
医療DXのメリット周知

タクシー等の公共空間での広告【健保連】

下旬

マイナ保険証体験会
6月2日@茨城県ひたちなか市

、

リーフレット送付

【市町村国保

・後期高齢者広域連合】

新聞広告

、

、汽
^

i

1
ノ
,
、

国
民
向
け
周
知

イ
ベ
ン
ト

医
療
機
関
等

14




